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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源よりアルカリ金属を封入したアルカリ金属セルに光を照射し、前記アルカリ金属セ
ルを透過した光を光検出器により検出することにより、２種類の共鳴光による量子干渉効
果による光吸収特性により発振周波数を制御する原子発振器の製造方法において、
　第２の基板に前記第２の基板を貫通する第１の穴と第２の穴を形成し、透明な第１の基
板または前記第２の基板に前記第１の穴と前記第２の穴とを連結する連結溝を形成する工
程と、
　前記第２の基板の前記第２の穴の形成されている領域にアルカリ金属発生剤を入れ、前
記第２の基板の一方の面に前記第１の基板を接合し、前記第２の基板の他方の面に透明な
第３の基板を接合する基板接合工程と、
　前記アルカリ金属発生剤を加熱しアルカリ金属ガスを発生させ、前記連結溝を介し発生
した前記アルカリ金属ガスを前記第１の穴の形成されている領域内に供給する工程と、
　前記連結溝の形成されている領域において、前記第１の基板を変形させて、前記第１の
基板を前記第２の基板に接合し、前記第１の穴と前記第２の穴との間を遮断する工程と、
　を有し、
　前記第１の穴が形成されている領域を含む部分により、前記アルカリ金属セルが形成さ
れることを特徴とする原子発振器の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の穴と前記第２の穴との間を遮断する工程の後、
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　前記第１の穴の形成されている領域と前記第２の穴の形成されている領域とを分離する
工程を有することを特徴とする請求項１に記載の原子発振器の製造方法。
【請求項３】
　前記連結溝にはガラスフリットが設けられており、
　前記第１の穴と前記第２の穴との間を遮断する工程は、前記連結溝の形成されている領
域において、前記ガラスフリットにより前記第１の基板と前記第２の基板とを接合するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載されている原子発振器の製造方法。
【請求項４】
　光源よりアルカリ金属を封入したアルカリ金属セルに光を照射し、前記アルカリ金属セ
ルを透過した光を光検出器により検出することにより、２種類の共鳴光による量子干渉効
果による光吸収特性により発振周波数を制御する原子発振器の製造方法において、
　第２の基板に前記第２の基板を貫通する貫通穴と溝を形成し、透明な第１の基板または
前記第２の基板に前記貫通穴と前記溝とを連結する連結溝を形成する工程と、
　前記第２の基板の一方の面に前記第１の基板を接合し、前記第２の基板の他方の面に透
明な第３の基板を接合する基板接合工程と、
　前記貫通穴の形成されている領域内に前記溝及び前記連結溝を介しアルカリ金属ガスを
供給する工程と、
　前記連結溝の形成されている領域において、前記第１の基板を変形させて、前記第１の
基板を前記第２の基板に接合し、前記貫通穴と前記溝との間を遮断する工程と、
　を有し、
　前記貫通穴の形成されている領域を含む部分により、前記アルカリ金属セルが形成され
ることを特徴とする原子発振器の製造方法。
【請求項５】
　前記アルカリ金属ガスは、アルカリ金属発生剤を加熱することにより発生させるもので
あって、
　前記アルカリ金属発生剤は、前記溝が形成されている領域内に設置されていることを特
徴とする請求項４に記載の原子発振器の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の基板には前記溝に接続される開口部が設けられており、
　前記開口部を介して前記貫通穴及び前記溝が形成されている領域内を排気することがで
きるものであって、
　基板接合工程の後、前記開口部を介して前記貫通穴及び前記溝が形成されている領域内
を排気する工程を行い、
　前記排気する工程の後に行なわれるアルカリ金属ガスを供給する工程は、アルカリ金属
発生剤を加熱することによりアルカリ金属ガスを発生させ、前記貫通穴の形成されている
領域にアルカリ金属ガスを供給するものであることを特徴とする請求項５に記載の原子発
振器の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の基板には前記溝に接続される開口部が設けられており、
　前記開口部を介して前記貫通穴及び前記溝が形成されている領域内を排気し、また、ガ
スを供給することができるものであって、
　基板接合工程の後、前記開口部を介して前記貫通穴及び前記溝が形成されている領域内
を排気する工程を行ない、
　前記排気する工程の後に行なわれるアルカリ金属ガスを供給する工程は、前記開口部を
介して前記溝及び貫通穴にアルカリ金属ガスを供給することを特徴とする請求項４に記載
の原子発振器の製造方法。
【請求項８】
　前記連結溝の形成されている領域において、前記第１の基板を前記第２の基板に接合す
る工程は、前記第１の基板を加熱して変形させた後、陽極接合を行なうものであることを
特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の原子発振器の製造方法。
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【請求項９】
　前記第１の基板はガラスを含む材料により形成されているものであることを特徴とする
請求項１から８のいずれかに記載の原子発振器の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の基板はシリコン、ガラス、セラミックスのいずれかを含む材料により形成さ
れているものであることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載の原子発振器の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原子発振器の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルカリ金属の超微細準位間の遷移を利用し正確に時間を測る原子時計（原子発振器）
の分野で、近年、小型化・低コスト化を目指し、セシウム（Ｃｓ）、ルビジウム（Ｒｂ）
等のアルカリ金属を、Ｎｅ、Ａｒ、Ｎ２等のバファガスと共に、微小なセルに閉じ込め、
光学的な現象を利用するチップスケール原子時計（ＣＳＡＣ：Chip Scale Atomic Clock
）の開発が進められている。この形式の代表的なものは、ＣＰＴ（Coherent Population 
Trapping）方式を用いたもので、図１に基本的な構成図を示す。
【０００３】
　ＣＰＴ方式の原子時計では、図１に示すように、レーザ素子９１０と、アルカリ金属を
封入したガスセル９４０と、ガスセル９４０を透過したレーザ光を受光する受光素子９５
０とを有しており、レーザ光は変調され、特定波長である搬送波の両側に出現するサイド
バンド波長により、アルカリ金属原子における電子の２つの遷移を同時に行ない、励起す
る。この２つの遷移における遷移エネルギー差は不変であり、レーザ光のサイドバンド波
長と遷移エネルギー差に対応する波長とが一致したときに、アルカリ金属における光の吸
収率が低下する透明化現象が生じる。このように、アルカリ金属による光の吸収率が低下
するように、搬送波の波長を調整するとともに、受光素子９５０において検出された信号
を変調器９６０にフィードバックし、変調器９６０によりレーザ素子９１０からのレーザ
光の変調周波数を調整することを特徴とした原子時計である。尚、この原子時計では、レ
ーザ素子９１０から出射されたレーザ光は、コリメートレンズ９２０、λ／４波長板９３
０を介し、アルカリ金属を封入したガスセル９４０に照射される。
【０００４】
　ＣＰＴ共鳴における原子の超微細構造エネルギー準位は、図２に示されるように、Λ型
３準位系であり、Ｃｓ原子のＤ１ライン遷移（６Ｓ１／２→６Ｐ１／２）の場合は、｜１
＞準位は６Ｓ１／２Ｆ４であり、｜２＞準位は６Ｓ１／２Ｆ３であり、｜３＞準位は６Ｐ

１／２ である。Ｃｓ原子をセルに封入しＤ１ライン遷移を利用する場合について説明す
る。レーザ素子９１０となる光源としては、多くの場合は単一波長が得やすく高速変調が
容易なＶＣＳＥＬ（Vertical Cavity Surface Emitting LASER）が選択される。このＶＣ
ＳＥＬの発振波長をＣｓにおけるＤ１ライン遷移の波長８９４．３５ｎｍとほぼ同一にす
る。このＶＣＳＥＬの駆動電流に｜１＞準位と｜２＞準位の差の周波数（νclock）かそ
の半分の周波数（νclock／２）の周辺の信号を重畳させ周波数を掃引する。Ｃｓにおけ
るＤ１ライン遷移の場合は、νclockは９．１９２ＧＨｚであり、νclock／２は４．５９
６ＧＨｚである。重畳信号の周波数がνclockかνclock／２に一致すると、｜１＞→｜３
＞と｜２＞→｜３＞の遷移がなくなり暗共鳴（Dark resonance）状態になる。このとき図
１に示す受光素子９５０における透過光強度はピークを示す。この共鳴のピークに一致す
るように重畳信号の周波数を安定化することにより、周波数標準が実現される。
【０００５】
　ＣＳＡＣをより小型、低コストで量産が可能な構造にするため、その物理パッケージ、
特に中心部品であるガスセル９４０を製造する際にはＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanic
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al System）技術を用いた様々な方法の開発が進められてきている。尚、封入されるアル
カリ金属は、酸素、及び、水分との反応性が非常に高く、このガスセル９４０の作製にお
いて最も重要な課題は、量産性が高く、ガスセル９４０中の内包物が経時変化しない、セ
ル構造と封入方法を確立することである。
【０００６】
　非特許文献３に開示されている方法は、Ｓｉウェハ中にエッチング法により貫通穴をあ
け、これの１面にガラスウェハを陽極接合し、凹状の穴をもつ半積層体を作製する。その
後、嫌気性グローブボックス(Anaerobic Glove box)中でこの半積層体の凹状の穴にアン
プルからマイクロピペットを用い取り出した液体Ｃｓを滴下し、そのまま真空室に搬送し
、高真空引きし、バファガスを導入した後に、もう１面のＳｉ面と第２のガラスウェハと
を陽極接合し、ガスセルを作製する方法である。
【０００７】
　非特許文献４に開示されている方法では、非特許文献３に開示されている方法と同様に
作製した半積層体に、嫌気性グローブボックス中で、ＢａＮ６＋ＲｂＣｌ入の微小なガラ
スアンプルを加熱し反応させＲｂを凹状の穴に蒸着させた後、非特許文献３に開示されて
いる方法と同様な工程で第２のガラスウェハを陽極接合しガスセルを作製する方法である
。
【０００８】
　非特許文献５に開示されている方法では、非特許文献３に開示されている方法と同様に
作製した半積層体を蒸着装置中にセットし、ＣｓＮ３膜を蒸着する。次に、これを陽極接
合装置にセットし、高真空引きし、第２のガラスウェハと陽極接合し、取り出した後、Ｕ
Ｖ光を照射しＣｓＮ３をＣｓ金属とＮ２ガスに分解し、Ｃｓ原子とＮ２バッファガスを内
包したガスセルを作製する方法である。
【０００９】
　非特許文献６に開示されている方法では、Ｓｉウェハ中にエッチング法により溝で連通
した２種の貫通穴をあけ、これの１面にガラスウェハを陽極接合し、２種の凹状の穴をも
つ半積層体を作製する。大気中でアルカリ金属発生剤を１種目の凹状の穴に配置し、高真
空引きし、バファガスを導入した後に、もう１面のＳｉ面と第２のガラスウェハとを陽極
接合した積層体を作製する。この積層体中のアルカリ金属供給剤に外部からレーザ光を照
射し加熱しアルカリ金属蒸気を発生させ、ガスセルを作製する方法である。
【００１０】
　ところで、アルカリ金属発生剤は、室温では大気中での取り扱いが可能で、所定の温度
に加熱されることによりアルカリ金属蒸気を発生する。
【００１１】
　これらのアルカリ金属発生剤の形式の１つは、従来から光電子増倍管や光電管などで使
用されており、酸化剤と還元剤との組み合わせを構成成分として含むペレット状あるいは
粉末状の薬剤である。この還元剤はＺｒ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ａｌ等を含み、酸化剤はアルカリ
金属イオンをカウンターカチオンとするクロム酸塩やバナジウム酸塩やタングステン酸塩
やモリブデン酸塩を含む。Ｚｒ、Ａｌを還元剤としてＣｓクロム酸塩からＣｓ蒸気を発生
させる反応式を化１に示す。尚、このようなアルカリ金属発生剤については、特許文献３
～６に開示されている。
【００１２】
【化１】
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　他の方法としては、特許文献７に開示されているように、金属、半導体、セラミックス
などの支持体上にアルカリ金属単体を蒸着し、このアルカリ金属堆積物をチタン、ジルコ
ニウムなどのゲッター材堆積物により被覆し形成するものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、Ｓｉウェハとホウケイ酸ガラスウェハの陽極接合時に、Ｏ２、ＯＨ基グルー
プ、Ｈ２Ｏが脱ガスすることが知られている。このため、非特許文献３、４に開示されて
いる２回目の接合時に、半積層体の凹状の穴に単体のアルカリ原子が投入されている方法
では、通常の接合条件より穏やかな条件で行われる。即ち、通常は３５０℃～４５０℃の
温度で１ｋＶ程度の電圧が印加されるが、非特許文献３、４に開示されている方法では、
２００℃～２５０℃の温度で、１ｋＶである。しかしながら、このような温和な条件での
接合は、接合後にも界面から上記のガス種を出し続ける。このガス種が、アルカリ金属と
反応し固体の酸化物を生成させ、これがセルの窓に付着し、ガスセルの信頼性を低下させ
てしまう。
【００１４】
　また、非特許文献５に開示されている方法では、ＣｓＮ３膜をＵＶ光で分解してＣｓと
Ｎ２ガスを発生させるものであるため、バッファガス種がＮ２ガスに限定される。また、
ＵＶ光の分解反応時間が数時間から十時間以上の時間を要するため量産性が低い。更に、
非特許文献５に開示されている方法では、２回目の接合時に、半積層体の凹状の穴にＣｓ
Ｎ３膜が蒸着されているが、この物質は３００℃以上では制御しにくい分解反応がおこる
ので、２００℃程度で接合されている。このため、上述した非特許文献３、４に開示され
ている方法と同様の問題が生じる。
【００１５】
　また、非特許文献６に開示されている方法では、２回目の陽極接合の前に、半積層体の
凹状の穴投入されているアルカリ金属発生剤は、大気中でも安定であり５００℃程度でも
反応が開始しない。よって、２回目の陽極接合は４００℃～４５０℃での十分な条件で行
われる。しかしながら、アルカリ金属発生後の残渣がバッファガスを吸着することがあり
、特に、Ｎ２ガスがバファガスの場合は吸着による影響は無視できない。また、残渣から
発生する微粉末がセルの信頼性を低下させることが懸念される。また、多くの場合アルカ
リ金属発生剤は、磁性体になりやすいＣｒの化合物を含むが、超微細構造の準位の様態は
磁界に敏感に影響されるので、ガスセルを磁気センサに搭載する場合はもちろん、原子時
計に搭載する場合でも、セルの近傍にアルカリ金属発生剤残渣が存在することは高い計測
精度を得る為には大きな問題となる。
【００１６】
　本発明は、上記に鑑みなされたものであり、低コストで信頼性の高い原子発振器を提供
することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、光源よりアルカリ金属を封入したアルカリ金属セルに光を照射し、前記アル
カリ金属セルを透過した光を光検出器により検出することにより、２種類の共鳴光による
量子干渉効果による光吸収特性により発振周波数を制御する原子発振器の製造方法におい
て、第２の基板に前記第２の基板を貫通する第１の穴と第２の穴を形成し、透明な第１の
基板または前記第２の基板に前記第１の穴と前記第２の穴とを連結する連結溝を形成する
工程と、前記第２の基板の前記第２の穴の形成されている領域にアルカリ金属発生剤を入
れ、前記第２の基板の一方の面に前記第１の基板を接合し、前記第２の基板の他方の面に
透明な第３の基板を接合する基板接合工程と、前記アルカリ金属発生剤を加熱しアルカリ
金属ガスを発生させ、前記連結溝を介し発生した前記アルカリ金属ガスを前記第１の穴の
形成されている領域内に供給する工程と、前記連結溝の形成されている領域において、前
記第１の基板を変形させて、前記第１の基板を前記第２の基板に接合し、前記第１の穴と



(6) JP 5961998 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

前記第２の穴との間を遮断する工程と、を有し、前記第１の穴が形成されている領域を含
む部分により、前記アルカリ金属セルが形成されることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は、光源よりアルカリ金属を封入したアルカリ金属セルに光を照射し、前
記アルカリ金属セルを透過した光を光検出器により検出することにより、２種類の共鳴光
による量子干渉効果による光吸収特性により発振周波数を制御する原子発振器の製造方法
において、第２の基板に前記第２の基板を貫通する貫通穴と溝を形成し、透明な第１の基
板または前記第２の基板に前記貫通穴と前記溝とを連結する連結溝を形成する工程と、前
記第２の基板の一方の面に前記第１の基板を接合し、前記第２の基板の他方の面に透明な
第３の基板を接合する基板接合工程と、前記貫通穴の形成されている領域内に前記溝及び
前記連結溝を介しアルカリ金属ガスを供給する工程と、前記連結溝の形成されている領域
において、前記第１の基板を変形させて、前記第１の基板を前記第２の基板に接合し、前
記貫通穴と前記溝との間を遮断する工程と、を有し、前記貫通穴の形成されている領域を
含む部分により、前記アルカリ金属セルが形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、低コストで信頼性の高い原子発振器等に用いられるガスセルを提供す
ることができるため、低コストで信頼性の高い原子発振器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ＣＰＴ方式の原子発振器の構造図
【図２】原子発振器における原子のエネルギー準位の説明図
【図３】第１の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（１）
【図４】第１の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（２）
【図５】第１の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（３）
【図６】第１の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（４）
【図７】第１の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（５）
【図８】第１の実施の形態における他の原子発振器の製造方法の工程図（１）
【図９】第１の実施の形態における他の原子発振器の製造方法の工程図（２）
【図１０】第１の実施の形態における他の原子発振器の製造方法の工程図（３）
【図１１】第１の実施の形態における他の原子発振器の製造方法の工程図（４）
【図１２】第２の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（１）
【図１３】第２の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（２）
【図１４】第２の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（３）
【図１５】第２の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（４）
【図１６】第２の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（５）
【図１７】第２の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（６）
【図１８】第３の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（１）
【図１９】第３の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（２）
【図２０】第３の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（３）
【図２１】第４の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（１）
【図２２】第４の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（２）
【図２３】第４の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（３）
【図２４】第４の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（４）
【図２５】第４の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（５）
【図２６】第５の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（１）
【図２７】第５の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（２）
【図２８】第５の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（３）
【図２９】第５の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（４）
【図３０】第５の実施の形態における原子発振器の製造方法の工程図（５）
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【図３１】第６の実施の形態における原子発振器の構造図
【図３２】ＣＰＴ方式を説明する原子エネルギー準位の説明図
【図３３】面発光レーザ変調時における出力波長の説明図
【図３４】変調周波数と透過光量との相関図
【図３５】第６の実施の形態における他の原子発振器の構造図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明を実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、
同一の符号を付して説明を省略する。
【００２２】
　〔第１の実施の形態〕
　第１の実施の形態における原子発振器の製造方法について、図３～図７に基づき説明す
る。本実施の形態は、原子発振器におけるガスセルの製造方法であり、ガラス基板により
形成される第１の基板１０と、Ｓｉ基板により形成される第２の基板２０と、ガラス基板
により形成される第３の基板３０とを用いた製造方法である。尚、第１の基板１０は、透
明であり、厚さが０．２ｍｍ～３ｍｍであって、可動イオンを含むホウケイ酸ガラス等の
ガラスウェハにより形成されている。
【００２３】
　図３に示すように、第２の基板２０には、両面が鏡面研磨されている厚さ１．３ｍｍの
Ｓｉ基板が用いられており、第１の穴となる第１の貫通穴２１と、第２の穴となる第２の
貫通穴２２と、第２の基板２０の一方の面において、第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２
２とを接続する連結溝２３が形成されている。尚、図３（ａ）は、第２の基板２０におけ
る一方の面側の上面図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）における一点鎖線３Ａ－３Ｂに
おいて切断した断面図であり、図３（ｃ）は、図３（ａ）における一点鎖線３Ｃ－３Ｄに
おいて切断した断面図である。
【００２４】
　第２の基板２０の形成方法は、最初に、第２の基板２０となるＳｉ基板の表面に連結溝
２３を形成する。具体的には、第２の基板２０となるＳｉ基板の一方の面にフォトレジス
トを塗布し、露光装置による露光、現像を行なうことにより、連結溝２３を形成するため
のレジストパターンを形成する。このレジストパターンは、グレースケールフォトマスク
を用いて露光することにより形成されており、連結溝２３が形成される領域を除く領域は
、レジストパターンの厚さが厚く形成されており、連結溝２３が形成される領域は、形成
される連結溝２３の深さに応じて厚さが薄くなるように形成されている。この後、このレ
ジストパターンをマスクとして、Ｃ４Ｆ８等のエッチングガスを用いたＩＣＰ（Inductiv
ely Coupled Plasma）ドライエッチングを行なう。これにより、連結溝２３が形成される
領域において薄く形成されているレジストパターンは除去されて、形成されていたレジス
トパターンの厚さに応じて、その下のＳｉ基板の一部が除去され、凹状の連結溝２３を形
成することができる。このように形成された凹状の連結溝２３の深さは、最も深いところ
で、１５０μｍとなるように形成する。尚、この連結溝２３は、封止のしやすさや歩留り
等の観点から、図３（ｃ）に示されるように、なめらかな形状となるように形成されてい
ることが好ましい。
【００２５】
　また、グレースケールフォトマスクを用いた方法以外にも、連結溝２３が形成される領
域に開口部を有するレジストパターンを形成した後、ウェットエッチングによりレジスト
パターンの形成されていない領域のＳｉ基板の一部を除去することにより、連結溝２３を
形成する方法であってもよく、また、イオンを斜め方向から入射させるイオンエッチング
等によりレジストパターンの形成されていない領域のＳｉ基板の一部を除去することによ
り、連結溝２３を形成する方法であってもよい。尚、連結溝２３を形成した後は、レジス
トパターンは有機溶剤等により除去する。
【００２６】
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　次に、第２の基板２０となるＳｉ基板を貫通する第１の貫通穴２１及び第２の貫通穴２
２を形成する。この第１の貫通穴２１及び第２の貫通穴２２は、連結溝２３により接続さ
れるように形成する。具体的には、第２の基板２０となるＳｉ基板の一方の面にフォトレ
ジストを塗布し、露光装置による露光、現像を行なうことにより、第１の貫通穴２１及び
第２の貫通穴２２が形成される領域に開口部を有するレジストパターンを形成する。この
後、レジストパターンをマスクとして、ＩＣＰドライエッチング等においてＳＦ６、Ｃ４

Ｆ８ガスを交互に供給するボッシュプロセスにより、第１の貫通穴２１及び第２の貫通穴
２２を形成する。この後、レジストパターンは有機溶剤等により除去する。
【００２７】
　これにより、第１の貫通穴２１、第２の貫通穴２２及び第１の貫通穴２１と第２の貫通
穴２２とを連結する連結溝２３が形成された第２の基板２０を形成することができる。こ
のように形成された第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２２との間隔は、０．０５ｍｍ～３
０ｍｍ程度である。また、上記においては、ドライエッチングにより形成する方法につい
て説明したが、ウェットエッチング、サンドブラスト、機械加工等の方法によっても形成
することが可能である。また、上記においては、第２の貫通穴２２はＳｉ基板を貫通する
ものであるが、必ずしも貫通させる必要はなく、Ｓｉ基板の一部が残るようエッチングを
行なうことにより穴を形成したものであってもよい。
【００２８】
　次に、図４に示すように、第２の基板２０の一方の面に第１の基板１０を接合し、第２
の基板２０の他方の面に第３の基板３０を接合する。尚、図４（ａ）は、この工程におけ
る図３（ａ）の一点鎖線３Ａ－３Ｂに対応した部分の断面図であり、図４（ｂ）は、この
工程における図３（ａ）の一点鎖線３Ｃ－３Ｄに対応した部分の断面図である。
【００２９】
　最初に、連結溝２３が形成されている第２の基板２０の一方の面と第１の基板１０とを
陽極接合法により接合する。具体的には、陽極接合装置の減圧チャンバー内において、第
１の基板１０及び第２の基板２０を３８０℃に加熱し、第２の基板２０の一方の面と第１
の基板１０とを接触させて、第１の基板１０側に－８００Ｖの電圧を印加し、第１の基板
１０と第２の基板２０との間に圧力を加えることにより、第１の基板１０と第２の基板２
０とを接合する。これにより、第１の基板１０と第２の基板２０とは、第１の貫通穴２１
、第２の貫通穴２２及び連結溝２３を除いた全ての領域が接合される。
【００３０】
　次に、第２の基板２０における第２の貫通穴２２の内部にアルカリ金属発生剤４０を設
置した後、第２の基板２０の他方の面と第３の基板３０とを接合する。尚、第３の基板３
０は、透明であり、厚さが０．２ｍｍ～３ｍｍであって、可動イオンを含むホウケイ酸ガ
ラス等のガラスウェハにより形成されている。具体的には、陽極接合装置の減圧チャンバ
ー内に、アルカリ金属発生剤４０が設置されている第１の基板１０と第２の基板２０とが
接合されたものと、第３の基板３０とを設置し、高真空に真空引きした後、減圧チャンバ
ー内にＮｅ、Ａｒ、Ｘｅ、Ｋｒ、Ｎ２のうち１又は２以上からなるバッファガスを導入し
、減圧チャンバー内部の圧力を０．１ｋＰａ～１０００ｋＰａとし、この後、第２の基板
２０及び第３の基板３０を３８０℃に加熱し、第２の基板２０の他方の面と第３の基板３
０とを接触させて、第３の基板３０側に－８００Ｖの電圧を印加し、第２の基板２０と第
３の基板３０との間に圧力を加えることにより、第２の基板２０と第３の基板３０とを接
合する。
【００３１】
　次に、図５に示すように、第２の基板２０における第２の貫通穴２２に設置されている
アルカリ金属発生剤４０に第１の基板１０等を介してレーザ光５０を照射し、アルカリ金
属発生剤４０よりアルカリ金属ガスが発生するまで加熱する。尚、図５（ａ）は、この工
程における図３（ａ）の一点鎖線３Ａ－３Ｂに対応した部分の断面図である。
【００３２】
　これにより、第２の貫通穴２２の内部より連結溝２３を介して第１の貫通穴２１の内部
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にアルカリ金属ガス４１を充填させる。尚、レーザ光５０の光源としては、数Ｗ程度の出
力を有する６３０ｎｍ帯、８０８ｎｍ帯、９４０ｎｍ帯、９８０ｎｍ帯、１５５０ｎｍ帯
の半導体レーザや、１０６４ｎｍのＮｄ：ＹＡＧレーザ、１４５５ｎｍ帯ラマンファイバ
ーレーザ、１０μｍ帯ＣＯ２レーザ等が挙げられる。また、照射されるレーザ光５０は、
図示されるように、レンズ等の光学系５１を介しレーザ光が集光されたものであることが
好ましい。レーザ光５０により加熱される温度は、アルカリ金属発生剤４０となるものが
、還元剤がＴｉ、Ａｌであり酸化剤がクロム酸塩の場合は７００℃程度であり、還元剤が
Ｓｉであり酸化剤がモリブデン酸塩の場合は９００℃程度である。
【００３３】
　次に、図６に示すように、第１の基板１０の連結溝２３が設けられている領域において
、第１の基板１０を変形させて、第２の基板２０に接合する。尚、図６（ａ）は、この工
程における図３（ａ）の一点鎖線３Ａ－３Ｂに対応した部分の断面図であり、図６（ｂ）
は、この工程における図３（ａ）の一点鎖線３Ｃ－３Ｄに対応した部分の断面図である。
【００３４】
　具体的には、第２の基板２０の一方の面に第１の基板１０が接合され、他方の面に第３
の基板３０が接合されたものを陽極接合装置に設置し、第１の基板１０のガラス転移点（
Ｔｇ）以上の温度に加熱した後、連結溝２３が形成されている領域において、第１の基板
１０に加熱されたグラファイト製の凸状の圧子５２を接触させ加重を加える。本実施の形
態では、第１の基板１０はＴｇが約５２５℃のホウケイ酸ガラスにより形成されており、
６００℃～６８０℃に加熱した圧子５２により第１の基板１０に圧力を加えることにより
、第１の基板１０において、圧子５２により圧力が加えられた領域１１が変形し、第２の
基板２０と接触して連結溝２３を埋める。この後、圧子５２を一端離し、圧子５２の温度
を４５０℃にした後、圧子５２を第１の基板１０の領域１１に再度接触させ、圧子５２側
に電源５３により－１０００Ｖの電圧を印加する。これにより、領域１１において第１の
基板１０は第２の基板２０と陽極接合により接合することができる。よって、この陽極接
合により、第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２２との間を遮断することができ、第２の基
板２０における第１の貫通穴２１が形成されている領域の内部にアルカリ金属ガス４１を
封入することができる。
【００３５】
　尚、上記以外のアルカリ金属ガス４１の封入方法としては、既に接合されている第１の
基板１０と第２の基板２０を再度、４５０℃～６００℃の温度で加熱し、連結溝２３が形
成されている第１の基板１０における領域１１において、圧子５２を用いて陽極接合を行
ってもよい。また、連結溝２３が形成されている領域において、電源５３により電圧を印
加することなく、圧子５２の温度を高くすることにより、第１の基板１０と第２の基板２
０とを融着させる方法や、第１の基板１０及び第２の基板２０をＣＯ２レーザにより局所
的に加熱しながら圧子５２により加圧することにより第１の基板１０と第２の基板２０と
を融着させる方法であってもよい。
【００３６】
　次に、図７に示すように、ダイシングにより、第２の基板２０における第１の貫通穴２
１と第２の貫通穴２２との間の連結溝２３が形成されていた領域、即ち、第１の基板１０
における領域１１において切断する。更に、第２の基板２０における第１の貫通穴２１の
周囲をダイシングにより切断することにより、第２の基板２０において第１の貫通穴２１
内にアルカリ金属ガス４１が封入されているガスセル６０を作製することができる。尚、
図７（ａ）は、この工程における図３（ａ）の一点鎖線３Ａ－３Ｂに対応した部分の断面
図であり、図７（ｂ）は、この工程における図３（ａ）の一点鎖線３Ｃ－３Ｄに対応した
部分の断面図である。
【００３７】
　このように作製されたガスセル６０は、内部に含まれるアルカリ金属ガス４１の純度が
高く、不純物が少なく、また、製造工程も単純で少ない。よって、本実施の形態では、低
コストで信頼性の高い原子発振器等に用いられるガスセルを提供することができるため、
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低コストで信頼性の高い原子発振器を提供することができる。
【００３８】
　また、本実施の形態では、第２の基板２０に複数の第１の貫通穴２１、第２の貫通穴２
２及び連結溝２３を形成することにより、複数のガスセル６０を同時に製造することがで
きる。よって、低コストでガスセル６０を製造することができる。
【００３９】
　（変形例）
　次に、本実施の形態における変形例について説明する。本実施の形態における変形例は
第２の基板１２０を複数のＳｉ基板により形成するものである。このように複数のＳｉ基
板を用いることにより、ガスセルにおいて第１の基板１０と第３の基板３０との間隔を広
くすることができる。
【００４０】
　図８から図１０に基づき、第２の基板１２０を第１のＳｉ基板１２０ａと第２のＳｉ基
板１２０ｂにより形成する場合について説明する。
【００４１】
　図８に示されるように、第１のＳｉ基板１２０ａには、第１の貫通穴２１ａと、第２の
貫通穴２２ａと、第１の貫通穴２１ａと第２の貫通穴２２ａとを連結する連結溝２３が形
成されている。また、図９に示されるように、第２のＳｉ基板１２０ｂには、第１の貫通
穴２１ｂと第２の貫通穴２２ｂが形成されている。尚、第１のＳｉ基板１２０ａにおける
連結溝２３は第１のＳｉ基板１２０ａの一方の面に形成されている。また、第２のＳｉ基
板１２０ｂにおいて、第１の貫通穴２１ｂ及び第２の貫通穴２２ｂが形成される位置は、
第１のＳｉ基板１２０ａにおいて、第１の貫通穴２１ａと第２の貫通穴２２ａが形成され
る位置に対応した位置に形成されている。
【００４２】
　具体的には、第１のＳｉ基板１２０ａの形成方法は、上述した第２の基板２０の形成方
法と同様の方法により形成する。第１のＳｉ基板１２０ａの形成方法は、第２のＳｉ基板
１２０ｂは連結溝２３を形成する工程を除き、上述した第２の基板２０と同様の方法によ
り形成する。
【００４３】
　次に、図１０に示すように、第１のＳｉ基板１２０ａの他方の面と第２のＳｉ基板１２
０ｂの一方の面とを直接接合等の接合方法により接合する。この際、第１のＳｉ基板１２
０ａにおける第１の貫通穴２１ａの位置と第２のＳｉ基板１２０ｂにおける第１の貫通穴
２１ｂの位置が一致し、第１のＳｉ基板１２０ａにおける第１の貫通穴２２ａの位置と第
２のＳｉ基板１２０ｂにおける第２の貫通穴２２ｂの位置が一致するように接合する。こ
れにより、第１のＳｉ基板１２０ａと第２のＳｉ基板１２０ｂにより第２の基板１２０が
形成される。また、第１のＳｉ基板１２０ａにおける第１の貫通穴２１ａと第２のＳｉ基
板１２０ｂにおける第１の貫通穴２１ｂにより貫通穴２１が形成され、第１のＳｉ基板１
２０ａにおける第１の貫通穴２２ａと第２のＳｉ基板１２０ｂにおける第２の貫通穴２２
ｂにより貫通穴２２が形成される。
【００４４】
　このように形成された第２の基板１２０は、前述した第２の基板２０と同様に用いるこ
とができる。具体的には、図１１に示されるように、第２の基板２０と同様に、第２の基
板１２０の一方の面、即ち、第１のＳｉ基板１２０ａの一方の面に第１の基板１０を接合
し、第２の貫通穴２２にアルカリ金属発生剤４０を設置し、第２の基板１２０の他方の面
、即ち、第２のＳｉ基板１２０ｂの他方の面に第３の基板３０を接合する。
【００４５】
　この後、上述した図５～図７に示す工程を行なうことにより、第１の基板１０と第３の
基板３０との間隔が広い構造のガスセルを作製することができる。
【００４６】
　〔第２の実施の形態〕
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　次に、第２の実施の形態における原子発振器の製造方法について、図１２～図１７に基
づき説明する。本実施の形態は、原子発振器におけるガスセルの製造方法であり、ガラス
基板により形成される第１の基板２１０と、Ｓｉ基板により形成される第２の基板２２０
と、ガラス基板により形成される第３の基板３０とを用いた製造方法である。
【００４７】
　最初に、図１２に示されるように、第１の基板２１０を形成する。第１の基板２１０に
は、厚さが０．１ｍｍ～３ｍｍであって、可動イオンを含む透明なホウケイ酸ガラス等の
ガラスウェハが用いられており、連結溝２１３が形成されている。尚、図１２（ａ）は、
第１の基板２１０における一方の面側の上面図であり、図１２（ｂ）は、図１２（ａ）に
おける一点鎖線１２Ａ－１２Ｂにおいて切断した断面図であり、図１２（ｃ）は、図１２
（ａ）における一点鎖線１２Ｃ－１２Ｄにおいて切断した断面図である。
【００４８】
　具体的に、第１の基板２１０の形成方法は、第１の基板２１０となるガラスウェハの一
方の面にフォトレジストを塗布し露光装置による露光、現像を行なうことにより連結溝２
１３が形成される領域に開口部を有するレジストパターンを形成する。この後、このレジ
ストパターンをマスクとして、フッ素系ガスを用いたドライエッチングやフッ酸系水溶液
を用いたウェットエッチングにより深さが１μｍ～１０００μｍの連結溝２１３を形成す
る。尚、ドライエッチングにより形成する場合には、エッチング速度が大きいことから、
ＣＦ４等を用いた磁気中性線プラズマ（Neutral Loop Discharge：ＮＬＤ）法等が好まし
い。また、この連結溝２１３は、封止のしやすさや歩留り等の観点から、図１２（ｃ）に
示されるように、なめらかな形状となるように形成されていることが好ましい。ウェット
エッチングは等方的にエッチングがなされるため、なめらかな形状の連結溝２１３を容易
に形成することができる。また、ドライエッチングにより形成する場合には、前述したよ
うにグレースケールマスク等を用いる方法等により形成することができる。尚、この連結
溝２１３は、後述する第２の基板２２０に形成される第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２
２とを連結させることができる位置に形成されている。
【００４９】
　次に、図１３に示されるように、第２の基板２２０を形成する。第２の基板２２０には
、両面が鏡面研磨されている厚さ１．３ｍｍのＳｉ基板が用いられており、第１の貫通穴
２１と第２の貫通穴２２が形成されている。尚、図１３（ａ）は、第２の基板２２０にお
ける一方の面側の上面図であり、図１３（ｂ）は、図１３（ａ）における一点鎖線１３Ａ
－１３Ｂにおいて切断した断面図であり、図１３（ｃ）は、図１３（ａ）における一点鎖
線１３Ｃ－１３Ｄにおいて切断した断面図である。
【００５０】
　具体的に、第２の基板２２０の形成方法は、第２の基板２２０となるＳｉ基板の一方の
面又は他方の面にフォトレジストを塗布し、露光装置による露光、現像を行なうことによ
り、第１の貫通穴２１及び第２の貫通穴２２が形成される領域に開口部を有するレジスト
パターンを形成する。この後、レジストパターンをマスクとして、ＩＣＰドライエッチン
グ等においてＳＦ６、Ｃ４Ｆ８ガスを交互に供給するボッシュプロセスにより、第２の基
板２２０となるＳｉ基板を貫通する第１の貫通穴２１及び第２の貫通穴２２を形成する。
この後、レジストパターンは有機溶剤等により除去する。このように形成された第１の貫
通穴２１と第２の貫通穴２２との間隔は、０．０５ｍｍ～３０ｍｍ程度である。
【００５１】
　次に、図１４に示すように、第２の基板２２０の他方の面と第３の基板３０とを接合し
、第２の基板２２０の一方の面に第１の基板２１０を接合する。尚、図１４は、この工程
における図１３（ａ）の一点鎖線１３Ａ－１３Ｂに対応した部分の断面図である。
【００５２】
　最初に、第２の基板２２０の他方の面と第３の基板３０とを接合する。尚、第３の基板
３０は、透明であり、厚さが０．２～３ｍｍであって、可動イオンを含むホウケイ酸ガラ
ス等のガラスウェハにより形成されている。具体的には、陽極接合装置の減圧チャンバー
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内において、第２の基板２２０及び第３の基板３０を３８０℃に加熱し、第２の基板２２
０の他方の面と第３の基板３０とを接触させて、第３の基板３０側に－８００Ｖの電圧を
印加し、第２の基板２２０と第３の基板３０との間に圧力を加えることにより、第２の基
板２２０と第３の基板３０とを接合する。これにより、第２の基板２２０と第３の基板３
０とは、第１の貫通穴２１、第２の貫通穴２２を除いた全ての領域が接合される。
【００５３】
　この後、第２の基板２２０における第２の貫通穴２２の内部にアルカリ金属発生剤４０
を設置した後、連結溝２１３が形成されている第１の基板２１０の一方の面と第２の基板
２２０の一方の面とを陽極接合法により接合する。より詳細に説明すると、陽極接合装置
の減圧チャンバー内に、アルカリ金属発生剤４０が設置されている第２の基板２２０と第
３の基板３０とが接合されたものと、第１の基板２１０とを設置し、高真空に真空引きし
た後、１４５５ｎｍ帯ラマンファイバーレーザとビーム集光光学系５１を有するレーザビ
ーム加熱装置を用いて、第１の基板２１０を介してレーザ光５０をアルカリ金属発生剤４
０に照射し、５００℃程度に加熱する。これにより、アルカリ金属発生剤４０から不純物
ガスを脱ガスさせる。この後、減圧チャンバー内にＮｅ等のバッファガスを導入し、減圧
チャンバー内部の圧力を０．１ｋＰａ～１０００ｋＰａ、例えば、２０ｋＰａとし、第１
の基板２１０及び第２の基板２２０を３８０℃に加熱し、第１の基板２１０の一方の面と
第２の基板２２０の基板の一方の面とを接触させて、第１の基板２１０側に－８００Ｖの
電圧を印加し、第１の基板２１０と第２の基板２２０との間に圧力を加えることにより、
第１の基板２１０と第２の基板２２０とを接合する。
【００５４】
　次に、図１５に示すように、第２の基板２２０における第２の貫通穴２２に設置されて
いるアルカリ金属発生剤４０に第１の基板２１０等を介してレーザ光５０を照射し、アル
カリ金属発生剤４０よりアルカリ金属ガスが発生するまで加熱する。尚、図１５（ａ）は
、この工程における図１３（ａ）の一点鎖線１３Ａ－１３Ｂに対応した部分の断面図であ
り、図１５（ｂ）は、この工程における図１３（ａ）の一点鎖線１３Ｃ－１３Ｄに対応し
た部分の断面図である。
【００５５】
　これにより、第２の貫通穴２２の内部より連結溝２１３を介して第１の貫通穴２１の内
部にアルカリ金属ガス４１を充填させる。レーザ光５０により加熱される温度は、アルカ
リ金属発生剤４０となるものが、還元剤がＴｉ、Ａｌであり酸化剤がクロム酸塩の場合は
７００℃程度であり、還元剤がＳｉであり酸化剤がモリブデン酸塩の場合は９００℃程度
である。
【００５６】
　次に、図１６に示すように、連結溝２１３が設けられている領域において、第１の基板
２１０を変形させて、第２の基板２２０に接合する。尚、図１６（ａ）は、この工程にお
ける図１３（ａ）の一点鎖線１３Ａ－１３Ｂに対応した部分の断面図であり、図１６（ｂ
）は、この工程における図１３（ａ）の一点鎖線１３Ｃ－１３Ｄに対応した部分の断面図
である。
【００５７】
　具体的には、第２の基板２２０に第１の基板２１０及び第３の基板３０が接合されたも
のを陽極接合装置に設置し、第１の基板２１０のガラス転移点（Ｔｇ）以上の温度に加熱
した後、連結溝２１３が形成されている領域において、第１の基板２１０に加熱されたグ
ラファイト製の凸状の圧子５２を接触させ加重を加える。本実施の形態では、第１の基板
２１０はＴｇが約５２５℃のホウケイ酸ガラスにより形成されており、６００℃～６８０
℃に加熱した圧子５２により第１の基板２１０に圧力を加えることにより、第１の基板２
１０において、圧子５２により圧力が加えられた領域２１４は変形し、第２の基板２２０
と接触し連結溝２１３を埋める。この後、圧子５２を一端離し、圧子５２の温度を４５０
℃にした後、圧子５２を第１の基板２１０の領域２１４に再度接触させ、圧子５２側に電
源５３により－１０００Ｖの電圧を印加する。これにより、領域２１４において第１の基
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板２１０は第２の基板２２０と陽極接合により接合される。この陽極接合により、第１の
貫通穴２１と第２の貫通穴２２との間を遮断することができ、第２の基板２２０における
第１の貫通穴２１が形成されている領域の内部にアルカリ金属ガス４１を封入することが
できる。
【００５８】
　次に、図１７に示すように、ダイシングにより、第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２２
との間となる第１の基板２１０において連結溝２１３が形成されていた領域、即ち、第１
の基板２１０における領域２１４において切断する。更に、第２の基板２２０における第
１の貫通穴２１の周囲をダイシングにより切断することにより、第２の基板２２０におい
て第１の貫通穴２１内にアルカリ金属ガス４１が封入されているガスセル２６０を作製す
ることができる。尚、図１７（ａ）は、この工程における図１３（ａ）の一点鎖線１３Ａ
－１３Ｂに対応した部分の断面図であり、図１７（ｂ）は、この工程における図１３（ａ
）の一点鎖線１３Ｃ－１３Ｄに対応した部分の断面図である。
【００５９】
　このように作製されたガスセル２６０は、内部に含まれるアルカリ金属ガス４１の純度
が高く、不純物が少なく、また、製造工程も単純で少ない。よって、本実施の形態では、
低コストで信頼性の高い原子発振器等に用いられるガスセルを提供することができるため
、低コストで信頼性の高い原子発振器を提供することができる。
【００６０】
　また、本実施の形態では、第１の基板２１０に複数の連結溝２１３、第２の基板２２０
に複数の第１の貫通穴２１、第２の貫通穴２２を形成することにより、複数のガスセル２
６０を同時に製造することができる。よって、低コストでガスセル２６０を製造すること
ができる。尚、上記以外の内容については、第１の実施の形態と同様である。
【００６１】
　〔第３の実施の形態〕
　次に、第３の実施の形態における原子発振器の製造方法について、図１８～図２０に基
づき説明する。本実施の形態は、原子発振器におけるガスセルの製造方法であり、ガラス
基板により形成される第１の基板３１０と、Ｓｉ基板により形成される第２の基板２２０
と、ガラス基板により形成される第３の基板３０とを用いた製造方法である。
【００６２】
　最初に、図１８に示されるように、第１の基板３１０を形成する。第１の基板３１０に
は、厚さが０．７ｍｍであって、透明なホウケイ酸ガラス等のガラスウェハが用いられて
おり、連結溝３１３が形成されている。更に、連結溝３１３にはガラスフリット３１５が
形成されている。尚、図１８（ａ）は、第１の基板３１０における一方の面側の上面図で
あり、図１８（ｂ）は、図１８（ａ）における一点鎖線１８Ａ－１８Ｂにおいて切断した
断面図であり、図１８（ｃ）は、図１８（ａ）における一点鎖線１８Ｃ－１８Ｄにおいて
切断した断面図である。
【００６３】
　具体的には、第１の基板３１０となるガラスウェハの一方の面にフォトレジストを塗布
し露光装置による露光、現像を行なうことにより連結溝３１３が形成される領域に開口部
を有するレジストパターンを形成する。この後、このレジストパターンをマスクとして、
フッ素系ガスを用いたドライエッチングやフッ酸系水溶液を用いたウェットエッチングに
より深さが２５０μｍの連結溝３１３を形成する。本実施の形態では、連結溝３１３は、
ＣＦ４等を用いた磁気中性線プラズマ法等により形成する。次に、この連結溝３１３内に
ガラスフリット３１５を印刷法により形成する。形成されるガラスフリット３１５の厚さ
は、約５０μｍである。
【００６４】
　次に、第２の実施の形態と同様の方法により。図１３に示されるような第２の基板２２
０を形成する。
【００６５】
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　具体的には、第２の基板２２０となるＳｉ基板の一方の面又は他方の面にフォトレジス
トを塗布し、露光装置による露光、現像を行なうことにより、第１の貫通穴２１及び第２
の貫通穴２２が形成される領域に開口部を有するレジストパターンを形成する。この後、
レジストパターンをマスクとして、ＩＣＰドライエッチング等においてＳＦ６、Ｃ４Ｆ８

ガスを交互に供給するボッシュプロセスにより、第２の基板２２０となるＳｉ基板を貫通
する第１の貫通穴２１及び第２の貫通穴２２を形成する。この後、レジストパターンは有
機溶剤等により除去する。このように形成された第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２２と
の間隔は、０．０５ｍｍ～３０ｍｍ程度である。
【００６６】
　次に、第２の実施の形態と同様の方法により、第２の基板２２０の他方の面と第３の基
板３０とを接合する。尚、第３の基板３０は、透明であり、厚さが０．２～３ｍｍであっ
て、可動イオンを含むホウケイ酸ガラス等のガラスウェハにより形成されている。具体的
には、陽極接合装置の減圧チャンバー内において、第２の基板２２０及び第３の基板３０
を３８０℃に加熱し、第２の基板２２０の他方の面と第３の基板３０とを接触させて、第
３の基板３０側に－８００Ｖの電圧を印加し、第２の基板２２０と第３の基板３０との間
に圧力を加えることにより、第２の基板２２０と第３の基板３０とを接合する。これによ
り、第２の基板２２０と第３の基板３０とは、第１の貫通穴２１、第２の貫通穴２２を除
いた全ての領域が接合される。
【００６７】
　次に、図１９に示すように、第２の基板２２０の一方の面に第１の基板３１０の一方の
面とを接合する。尚、図１９は、この工程における図１８（ａ）の一点鎖線１８Ａ－１８
Ｂに対応した部分の断面図である。
【００６８】
　具体的には、第２の基板２２０における第２の貫通穴２２の内部にアルカリ金属発生剤
４０を設置した後、連結溝３１３が形成されている第１の基板３１０の一方の面と第２の
基板２２０の一方の面とを陽極接合法により接合する。より詳細に説明すると、陽極接合
装置の減圧チャンバー内に、アルカリ金属発生剤４０が設置されている第２の基板２２０
と第３の基板３０とが接合されたものと、第１の基板３１０とを設置し、高真空に真空引
きした後、１４５５ｎｍ帯ラマンファイバーレーザとビーム集光光学系５１を有するレー
ザビーム加熱装置を用いて、第１の基板３１０を介してレーザ光５０をアルカリ金属発生
剤４０に照射し、５００℃程度に加熱する。これにより、アルカリ金属発生剤４０から不
純物ガスを脱ガスさせる。この後、減圧チャンバー内にＮｅ等のバッファガスを導入し、
減圧チャンバー内部の圧力を０．１ｋＰａ～１０００ｋＰａ、例えば、２０ｋＰａとし、
第１の基板３１０及び第２の基板２２０を３８０℃に加熱し、第１の基板３１０の一方の
面と第２の基板２２０の基板の一方の面とを接触させて、第１の基板３１０側に－８００
Ｖの電圧を印加し、第１の基板３１０と第２の基板２２０との間に圧力を加えることによ
り、第１の基板３１０と第２の基板２２０とを接合する。
【００６９】
　次に、第２の基板２２０における第２の貫通穴２２に設置されているアルカリ金属発生
剤４０に第１の基板３１０等を介してレーザ光５０を照射し、アルカリ金属発生剤４０よ
りアルカリ金属ガスが発生するまで加熱する。
【００７０】
　これにより、第２の貫通穴２２の内部より連結溝３１３を介して第１の貫通穴２１の内
部にアルカリ金属ガス４１を充填させる。レーザ光５０により加熱される温度は、アルカ
リ金属発生剤４０となるものが、還元剤がＴｉ、Ａｌであり酸化剤がクロム酸塩の場合は
７００℃程度であり、還元剤がＳｉであり酸化剤がモリブデン酸塩の場合は９００℃程度
である。
【００７１】
　次に、図２０に示すように、連結溝３１３が形成されている領域における第１の基板３
１０を変形させて、ガラスフリット３１５を介し第１の基板３１０と第２の基板２２０に



(15) JP 5961998 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

接合する。尚、図２０は、この工程における図１８（ａ）の一点鎖線１８Ａ－１８Ｂに対
応した部分の断面図である。
【００７２】
　具体的には、第２の基板２２０に第１の基板３１０及び第３の基板３０が接合されたも
のを陽極接合装置に設置し、第１の基板３１０のガラス転移点（Ｔｇ）以上の温度に加熱
した後、連結溝３１３が形成されている領域において、第１の基板３１０に加熱されたグ
ラファイト製の凸状の圧子５２を接触させ加重を加える。本実施の形態では、第１の基板
２１０はＴｇが約５２５℃のホウケイ酸ガラスにより形成されており、６００℃～６８０
℃に加熱した圧子５２により第１の基板３１０に圧力を加えることにより、第１の基板３
１０において、圧子５２により圧力が加えられた領域３１４は変形し、第２の基板２２０
と接触し、連結溝３１３が形成されている領域において、ガラスフリット３１５を介して
、第１の基板３１０と第２の基板２２０とが接合される。これにより、第１の貫通穴２１
と第２の貫通穴２２との間を遮断することができ、第２の基板２２０における第１の貫通
穴２１が形成されている領域の内部にアルカリ金属ガス４１を封入することができる。
【００７３】
　次に、ダイシングにより、第１の貫通穴２１と第２の貫通穴２２との間における第１の
基板３１０において連結溝３１３が形成されていた領域、即ち、第１の基板２１０におけ
る領域３１４において切断する。更に、第２の基板２２０における第１の貫通穴２１の周
囲をダイシングにより切断することにより、第２の基板２２０において第１の貫通穴２１
内にアルカリ金属ガス４１が封入されているガスセル２６０を作製することができる。
【００７４】
　このように作製されたガスセルは、内部に含まれるアルカリ金属ガス４１の純度が高く
、不純物が少なく、また、製造工程も単純で少ない。よって、本実施の形態では、低コス
トで信頼性の高い原子発振器等に用いられるガスセルを提供することができるため、低コ
ストで信頼性の高い原子発振器を提供することができる。
【００７５】
　また、本実施の形態では、第１の基板３１０に複数の連結溝３１３、第２の基板２２０
に複数の第１の貫通穴２１、第２の貫通穴２２を形成することにより、複数のガスセルを
同時に製造することができる。よって、低コストでガスセルを製造することができる。尚
、上記以外の内容については、第２の実施の形態と同様である。
【００７６】
　〔第４の実施の形態〕
　次に、第４の実施の形態における原子発振器の製造方法について、図２１～図２５に基
づき説明する。本実施の形態は、原子発振器におけるガスセルの製造方法であり、ガラス
基板により形成される第１の基板４１０と、Ｓｉ基板により形成される第２の基板４２０
と、ガラス基板により形成される第３の基板４３０とを用いた製造方法である。
【００７７】
　最初に、図２１及び図２２に示されるように、第１の基板４１０、第２の基板４２０を
形成し、第１の基板４１０と第２の基板４２０の一方の面とを接合し、第２の基板４２０
の他方の面と第３の基板４３０を接合する。尚、図２１は、この工程における上面図であ
り、図２２（ａ）は、図２１における一点鎖線２１Ａ－２１Ｂにおいて切断した断面図で
あり、図２２（ｂ）は、図２１における一点鎖線２１Ｃ－２１Ｄにおいて切断した断面図
であり、図２２（ｃ）は、図２１における一点鎖線２１Ｅ－２１Ｆにおいて切断した断面
図であり、図２２（ｄ）は、図２１における一点鎖線２１Ｇ－２１Ｈにおいて切断した断
面図である。
【００７８】
　第１の基板４１０には、厚さが０．７ｍｍであって、可動イオンを含む透明なホウケイ
酸ガラス等のガラスウェハが用いられており、連結溝４１３及び開口部４１６が形成され
ている。
【００７９】
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　具体的には、第１の基板４１０となるガラスウェハの一方の面にフォトレジストを塗布
し露光装置による露光、現像を行なうことにより連結溝４１３が形成される領域に開口部
を有するレジストパターンを形成する。この後、このレジストパターンをマスクとして、
フッ素系ガスを用いたドライエッチングやフッ酸系水溶液を用いたウェットエッチングに
より深さが２００μｍの連結溝４１３を形成する。この後、レジストパターンを除去した
後、再度、第１の基板４１０となるガラスウェハの一方の面にフォトレジストを塗布し露
光装置による露光、現像を行なうことにより開口部４１６が形成される領域に開口を有す
るレジストパターンを形成する。この後、このレジストパターンをマスクとして、フッ酸
系水溶液を用いたウェットエッチングにより第１の基板４１０となるガラスウェハを貫通
するφ３．５ｍｍの開口部４１６を形成する。尚、この連結溝４１３は、後述する第２の
基板４２０に形成される貫通穴４２１と貫通溝４２２とを連結することができる位置に形
成されている。
【００８０】
　また、第２の基板４２０には、両面が鏡面研磨されている厚さ１．３ｍｍのＳｉ基板が
用いられており、第２の基板４２０となるＳｉ基板を貫通する貫通穴４２１と貫通溝４２
２が形成されている。
【００８１】
　具体的には、第２の基板４２０となるＳｉ基板の一方の面又は他方の面にフォトレジス
トを塗布し、露光装置による露光、現像を行なうことにより、貫通穴４２１及び貫通溝４
２２が形成される領域に開口部を有するレジストパターンを形成する。この後、レジスト
パターンをマスクとして、ＩＣＰドライエッチング等においてＳＦ６、Ｃ４Ｆ８ガスを交
互に供給するボッシュプロセスにより、第２の基板４２０となるＳｉ基板を貫通する貫通
穴４２１及び貫通溝４２２を形成する。この後、レジストパターンは有機溶剤等により除
去する。このように形成された貫通穴４２１と貫通溝４２２との間隔は、０．０５ｍｍ～
３０ｍｍ程度である。尚、貫通溝４２２は第２の基板４２０を貫通するものでなくともよ
く、第２の基板４２０の一部が残る溝であってもよい。
【００８２】
　最初に、第２の基板４２０の他方の面と第３の基板４３０とを接合する。尚、第３の基
板４３０は、透明であり、厚さが０．２～３ｍｍであって、可動イオンを含むホウケイ酸
ガラス等のガラスウェハにより形成されている。
【００８３】
　具体的には、陽極接合装置の減圧チャンバー内において、第２の基板４２０及び第３の
基板４３０を３８０℃に加熱し、第２の基板４２０の他方の面と第３の基板４３０とを接
触させて、第３の基板４３０側に－８００Ｖの電圧を印加し、第２の基板４２０と第３の
基板４３０との間に圧力を加えることにより、第２の基板４２０と第３の基板４３０とを
接合する。これにより、第２の基板４２０と第３の基板４３０とは、貫通穴４２１、貫通
溝４２２を除いた全ての領域が接合される。
【００８４】
　次に、第２の基板４２０の一方の面と第１の基板４１０の一方の面とを接合する。具体
的には、第２の基板４２０における貫通溝４２２の内部にアルカリ金属発生剤４０を設置
した後、連結溝４１３が形成されている第１の基板４１０の一方の面と第２の基板４２０
の一方の面とを陽極接合法により接合する。より詳細に説明すると、陽極接合装置の減圧
チャンバー内に、アルカリ金属発生剤４０が設置されている第２の基板４２０と第３の基
板４３０とが接合されたものと、第１の基板４１０とを設置し、高真空に真空引きした後
、１４５５ｎｍ帯ラマンファイバーレーザとビーム集光光学系を有するレーザビーム加熱
装置を用いて、第１の基板４１０を介してレーザ光をアルカリ金属発生剤４０に照射し、
５００℃程度に加熱する。これにより、アルカリ金属発生剤４０から不純物ガスを脱ガス
させる。この後、減圧チャンバー内にＮｅ等のバッファガスを導入し、減圧チャンバー内
部の圧力を０．１ｋＰａ～１０００ｋＰａ、例えば、２０ｋＰａとし、第１の基板４１０
及び第２の基板４２０を３８０℃に加熱し、第１の基板４１０の一方の面と第２の基板４
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２０の基板の一方の面とを接触させて、第１の基板４１０側に－８００Ｖの電圧を印加し
、第１の基板４１０と第２の基板４２０との間に圧力を加えることにより、第１の基板４
１０と第２の基板４２０とを接合する。
【００８５】
　次に、図２３に示すように、第１の基板４１０に形成された開口部４１６に配管４６０
をバーナーによる溶着法、ガスケットを用いた封止法等により接続する。尚、配管４６０
はターボ分子ポンプ４６１及びドライポンプ４６２が接続されており、配管４６０の途中
には第１のバルブＶ１、配管分割部４６３、圧力計４６４、第２のバルブＶ２が設けられ
ている。また、配管４６０内にバッファガスを導入するための第３のバルブＶ３が設けら
れている。尚、配管分割部４６３はガスケットやガラス製共通摺り合わせ接合(interchan
geable ground glass joint)により接合されている。図２３は、この工程における図２２
（ｃ）に対応した部分の断面図である。
【００８６】
　次に、ターボ分子ポンプ４６１及びドライポンプ４６２により、配管４６０を介し排気
することにより、第１の基板４２０における貫通穴４２１、貫通溝４２２内を減圧した後
、第２の基板４２０における貫通溝４２２に設置されているアルカリ金属発生剤４０に第
１の基板４１０等を介してレーザ光を照射し、アルカリ金属発生剤４０を約４００℃まで
加熱して不要なガスの脱ガスを行なう。この際、第１の基板４１０、第２の基板４２０、
第３の基板４３０における温度は、約１５０℃である。
【００８７】
　次に、第１の基板４１０、第２の基板４２０、第３の基板４３０における温度を約１２
０℃に保持した状態で、第２のバルブＶ２を閉じ、第３のバルブＶ３を開くことにより、
配管４６０を介してＮｅ－Ａｒ（１：１）のバッファガスを貫通穴４２１、貫通溝４２２
内に所定の圧力となるまで供給する。
【００８８】
　次に、第１のバルブＶ１を閉じ、第２の基板４２０における貫通溝４２２に設置されて
いるアルカリ金属発生剤４０に第１の基板４１０等を介してレーザ光を照射し、アルカリ
金属発生剤４０よりアルカリ金属ガス４１が発生するまで加熱する。これにより、貫通溝
４２２の内部より連結溝４１３を介して貫通穴４２１の内部にアルカリ金属ガス４１を充
填させる。レーザ光により加熱される温度は、アルカリ金属発生剤４０がＴｉ、Ａｌであ
り酸化剤がクロム酸塩の場合は７００℃程度であり、還元剤がＳｉであり酸化剤がモリブ
デン酸塩の場合は９００℃程度である。
【００８９】
　次に、図２４に示すように、配管４６０に設けられた配管分割部４６３において接続を
切り離し、切り離されたものを陽極酸化装置に設置し、真空に排気した後、連結溝４１３
が設けられている領域において、第１の基板４１０を変形させることにより、第２の基板
４２０に接合する。尚、図２４（ａ）は、この工程における図２２（ａ）に対応した部分
の断面図であり、図２４（ｂ）は、この工程における図２２（ｄ）に対応した部分の断面
図である。
【００９０】
　具体的には、配管４６０に設けられた配管分割部４６３において、ターボ分子ポンプ４
６１等と切り離された第２の基板４２０に第１の基板４１０及び第３の基板４３０が接合
されたものを陽極接合装置に設置し、第１の基板４１０のガラス転移点（Ｔｇ）以上の温
度に加熱した後、連結溝４１３が形成されている領域において、第１の基板４１０に加熱
されたグラファイト製の凸状の圧子を接触させ加重を加える。これにより、第１の基板４
１０において、圧子により圧力が加えられた領域４１４は変形し、第２の基板４２０と接
触し連結溝４１３を埋める。この後、圧子を一端離し、圧子の温度を４５０℃にした後、
圧子を第１の基板４１０の領域４１４に再度接触させ、電源から圧子側に－１０００Ｖの
電圧を印加する。これにより、領域４１４において第１の基板４１０は第２の基板４２０
と陽極接合により接合される。この陽極接合により、貫通穴４２１と貫通溝４２２との間
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を遮断することができ、第２の基板４２０における貫通穴４２１が形成されている領域の
内部にアルカリ金属ガス４１を封入することができる。
【００９１】
　次に、図２５に示すように、ダイシングにより、貫通穴４２１と貫通溝４２２との間に
おける第１の基板４１０において連結溝４１３が形成されていた領域、即ち、第１の基板
４１０における領域４１４において切断する。更に、第２の基板４２０における貫通穴４
２１の周囲をダイシングにより切断することにより、第２の基板４２０において第１の貫
通穴４２１内にアルカリ金属ガス４１が封入されているガスセル４６０を作製することが
できる。尚、図２５（ａ）は、この工程における図２２（ａ）に対応した部分の断面図で
あり、図２５（ｂ）は、この工程における図２２（ｄ）に対応した部分の断面図である。
【００９２】
　このように作製されたガスセル４６０は、内部に含まれるアルカリ金属ガス４１の純度
が高く、不純物が少なく、また、製造工程も単純で少ない。よって、本実施の形態では、
低コストで信頼性の高い原子発振器等に用いられるガスセルを提供することができるため
、低コストで信頼性の高い原子発振器を提供することができる。尚、上記以外の内容につ
いては、第２の実施の形態と同様である。
【００９３】
　〔第５の実施の形態〕
　次に、第５の実施の形態における原子発振器の製造方法について、図２６～図３０に基
づき説明する。本実施の形態は、原子発振器におけるガスセルの製造方法であり、ガラス
基板により形成される第１の基板４１０と、ガラス基板により形成される第２の基板５２
０と、ガラス基板により形成される第３の基板４３０とを用いた製造方法である。
【００９４】
　最初に、図２６及び図２７に示されるように、第１の基板４１０、第２の基板５２０を
形成し、第１の基板４１０と第２の基板５２０の一方の面とを接合し、第２の基板５２０
の他方の面と第３の基板４３０を接合する。尚、図２６は、この工程における上面図であ
り、図２７（ａ）は、図２６における一点鎖線２６Ａ－２６Ｂにおいて切断した断面図で
あり、図２７（ｂ）は、図２６における一点鎖線２６Ｃ－２６Ｄにおいて切断した断面図
であり、図２７（ｃ）は、図２６における一点鎖線２６Ｅ－２６Ｆにおいて切断した断面
図であり、図２７（ｄ）は、図２６における一点鎖線２６Ｇ－２６Ｈにおいて切断した断
面図である。
【００９５】
　第１の基板４１０には、厚さが０．７ｍｍであって、可動イオンを含む透明なホウケイ
酸ガラス等のガラスウェハが用いられており、連結溝４１３及び開口部４１６が形成され
ている。
【００９６】
　具体的には、第１の基板４１０となるガラスウェハの一方の面にフォトレジストを塗布
し露光装置による露光、現像を行なうことにより連結溝４１３が形成される領域に開口部
を有するレジストパターンを形成する。この後、このレジストパターンをマスクとして、
フッ素系ガスを用いたドライエッチングやフッ酸系水溶液を用いたウェットエッチングに
より深さが２００μｍの連結溝４１３を形成する。この後、レジストパターンを除去した
後、再度、第１の基板４１０となるガラスウェハの一方の面にフォトレジストを塗布し露
光装置による露光、現像を行なうことにより開口部４１６が形成される領域に開口部を有
するレジストパターンを形成する。この後、このレジストパターンをマスクとして、フッ
酸系水溶液を用いたウェットエッチングにより第１の基板４１０となるガラスウェハを貫
通するφ３．５ｍｍの開口部４１６を形成する。尚、この連結溝４１３は、後述する第２
の基板５２０に形成される貫通穴５２１と貫通溝５２２とを連結することができる位置に
形成されている。
【００９７】
　また、第２の基板５２０には、厚さ１．１ｍｍのガラス基板が用いられており、第２の
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基板５２０となるガラス基板を貫通する貫通穴５２１と貫通溝５２２が形成されている。
【００９８】
　具体的には、第２の基板５２０となるガラス基板の両面の面にフォトレジストを塗布し
、露光装置による露光、現像を行なうことにより、貫通穴５２１及び貫通溝５２２が形成
される領域に開口部を有するレジストパターンを形成する。この後、レジストパターンを
マスクとして、フッ酸系水溶液を用いてガラス基板の両面からウェットエッチングを行な
うことにより、第２の基板５２０となるガラス基板を貫通する貫通穴５２１及び貫通溝５
２２を形成する。この後、レジストパターンは有機溶剤等により除去する。このように形
成された貫通穴５２１と貫通溝５２２との間隔は、０．０５ｍｍ～３０ｍｍ程度、例えば
、約３ｍｍである。
【００９９】
　最初に、第２の基板５２０の一方の面と第１の基板４１０の一方の面とを接合する。具
体的には、第２の基板５２０の一方の面と第１の基板４１０の一方の面を研磨し、第２の
基板５２０の一方の面と第１の基板４１０とを接触させて、直接接合により接合する。直
接接合は、同種のガラス材料を用いた場合には、広い温度範囲において強固である。
【０１００】
　次に、第２の基板５２０の他方の面と第３の基板４３０とを接合する。尚、第３の基板
４３０は、透明であり、厚さが０．２～３ｍｍ、例えば、７ｍｍであって、ホウケイ酸ガ
ラス等のガラスウェハにより形成されている。具体的には、第２の基板５２０の他方の面
と第３の基板４３０の一方の面を研磨し、第２の基板５２０の他方の面と第３の基板４３
０とを接触させて、直接接合により接合する。
【０１０１】
　次に、図２８に示すように、第１の基板４１０に形成された開口部４１６に配管４６０
をパーフロロエラストマーからなる不図示のＯリングを介し接続する。尚、配管４６０は
ターボ分子ポンプ４６１及びドライポンプ４６２が接続されており、配管４６０の途中に
は第１のバルブＶ１、配管分割部４６３、圧力計４６４、第２のバルブＶ２が設けられて
いる。また、配管４６０を介しバッファガスを導入するための第３のバルブＶ３が設けら
れており、更に、配管４６０を介しアルカリ金属ガスを導入するためのアルカリ金属発生
室５６５が設けられており、配管４６０と第４のバルブＶ４を介し接続されている。アル
カリ金属発生室５６５は、内部にアルカリ金属発生剤５４０が設置されており、外部には
、ランプ加熱、抵抗加熱、高周波加熱、レーザ加熱装置などアルカリ金属発生剤５４０を
加熱する加熱部５６６が設けられている。尚、加熱部５６６は、ランプ加熱、高周波加熱
、レーザ加熱の場合はアルカリ金属発生室５６５の外部から加熱する方式が適切であるが
、蒸着装置の蒸発源のようにアルカリ金属発生室５６５の内部に加熱部５６６を設けたも
のであってもよい。例えば、抵抗加熱ボートをもつ方式やアルカリ金属発生剤５４０に直
接電流を流す抵抗加熱法が挙げられる。アルカリ金属発生室５６５は石英やホウケイ酸ガ
ラス、セラミック、ステンレスなどからなりアルカリ金属発生の特性と加熱方式により適
宜選択される。第２のバルブＶ２から開口部４１６までの間の配管４６０と第４のバルブ
Ｖ４等はアルカリ金属蒸気の滞留防ぐため１００℃以上に加熱しておく。また、第２の基
板５２０等は、更にこの配管４６０等における温度より低くしておく。この状態において
、アルカリ金属発生室５６５において加熱部５６６によりアルカリ金属発生剤５４０を加
熱することにより、アルカリ金属ガスを発生させることができる。尚、配管分割部４６３
はガスケットやガラス製共通摺り合わせ接合(interchangeable ground glass joint)によ
り接合されている。図２８は、この工程における図２７（ｃ）に対応した部分の断面図で
ある。
【０１０２】
　最初に、上記構成を準備した後、全系を高真空に真空引きする。次に、第１のバルブＶ
１を閉じ、第４のバルブＶ４を開き、アルカリ金属発生室５６５におけるアルカリ金属発
生剤５４０を加熱部５６６により４００℃程度に加熱して、アルカリ金属発生剤５４０か
らの発生した不要なガスを系外に除去する。
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【０１０３】
　次に、第４のバルブＶ４を閉じ、第１のバルブＶ１及び第２のバルブＶ２を開き、ター
ボ分子ポンプ４６１及びドライポンプ４６２により排気することにより、配管４６０を介
し、第１の基板４２０における貫通穴５２１、貫通溝５２２内を減圧する。次に、第２の
バルブＶ２を閉じ第４のバルブを開き、加熱部５６６によりアルカリ金属発生剤５４０を
６５０℃～１０００℃程度に加熱して発生させたアルカリ金属蒸気を貫通穴５２１、貫通
溝５２２内に供給する。次に、第４のバルブＶ４を閉じ、温度を下げた後、第３のバルブ
Ｖ３を開くことにより、配管４６０を介してバッファガスを貫通穴５２１、貫通溝５２２
内に所定の圧力となるまで供給する。
【０１０４】
　これにより、貫通溝５２２及び連結溝４１３を介して貫通穴５２１の内部にバッファガ
スとアルカリ金属ガスを充填させる。この後、第３のバルブＶ３及び第１のバルブＶ１を
閉じる。
【０１０５】
　次に、図２９に示すように、配管４６０に設けられた配管分割部４６３において接続を
切り離し、連結溝４１３が設けられている領域において、第１の基板４１０を変形させる
ことにより、第２の基板５２０に接合する。尚、図２９（ａ）は、この工程における図２
７（ａ）に対応した部分の断面図であり、図２９（ｂ）は、この工程における図２７（ｄ
）に対応した部分の断面図である。
【０１０６】
　具体的には、配管４６０に設けられた配管分割部４６３において、ターボ分子ポンプ４
６１等から切り離された第２の基板５２０に第１の基板４１０及び第３の基板４３０が接
合されたものについて、圧子を第１の基板４１０のガラス転移点（Ｔｇ）以上の温度に加
熱した後、連結溝４１３が形成されている領域において、第１の基板４１０に加熱された
グラファイト製の凸状の圧子を接触させ加重を加える。これにより、第１の基板４１０に
おいて、圧子により圧力が加えられた領域４１４は変形し、第２の基板５２０と接触し連
結溝４１３を埋める。これにより、領域４１４において第１の基板４１０と第２の基板５
２０とは接合され、貫通穴５２１と貫通溝５２２との間を遮断することができ、第２の基
板５２０における貫通穴５２１が形成されている領域の内部にアルカリ金属ガス４１を封
入することができる。
【０１０７】
　次に、図３０に示すように、ダイシングにより、貫通穴５２１と貫通溝５２２との間の
第１の基板４１０において連結溝４１３が形成されていた領域、即ち、第１の基板４１０
における領域４１４において切断する。更に、第２の基板５２０における貫通穴５２１の
周囲をダイシングにより切断することにより、第２の基板５２０において第１の貫通穴５
２１内にアルカリ金属ガス４１が封入されているガスセル５６０を作製することができる
。尚、図３０（ａ）は、この工程における図２７（ａ）に対応した部分の断面図であり、
図３０（ｂ）は、この工程における図２７（ｄ）に対応した部分の断面図である。
【０１０８】
　このように作製されたガスセル５６０は、内部に含まれるアルカリ金属ガス４１の純度
が高く、不純物が少なく、また、製造工程も単純で少ない。よって、本実施の形態では、
低コストで信頼性の高い原子発振器等に用いられるガスセルを提供することができるため
、低コストで信頼性の高い原子発振器を提供することができる。尚、上記以外の内容につ
いては、第４の実施の形態と同様である。
【０１０９】
　〔第６の実施の形態〕
　次に、第６の実施の形態について説明する。本実施の形態は、第１から第５の実施の形
態において製造されたガスセルを用いた原子発振器である。図３１に基づき本実施の形態
における原子発振器について説明する。本実施の形態における原子発振器は、ＣＰＴ方式
の小型原子発振器であり、光源６１０、コリメートレンズ６２０、λ／４波長板６３０、
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アルカリ金属セル６４０、光検出器６５０、変調器６６０を有している。
【０１１０】
　光源６１０は、面発光レーザ素子が用いられている。アルカリ金属セル６４０には、第
１から第５の実施の形態のいずれかにおいて製造されたガスセルであり、アルカリ金属と
してＣｓ（セシウム）原子ガスが封入されており、Ｄ１ラインの遷移を用いるものである
。光検出器６５０には、フォトダイオードが用いられている。
【０１１１】
　本実施の形態のおける原子発振器では、光源６１０より出射された光をセシウム原子ガ
スが封入されたアルカリ金属セル６４０に照射し、セシウム原子における電子を励起する
。アルカリ金属セル６４０を透過した光は光検出器６５０において検出され、光検出器６
５０において検出された信号は変調器６６０にフィードバックされ、変調器６６０により
光源６１０における面発光レーザ素子を変調する。
【０１１２】
　図３２に、ＣＰＴに関連する原子エネルギー準位の構造を示す。二つの基底準位から励
起準位に電子が同時に励起されると光の吸収率が低下することを利用する。面発光レーザ
は搬送波波長が８９４．６ｎｍに近い素子を用いている。搬送波の波長は面発光レーザの
温度、もしくは出力を変化させてチューニングすることができる。温度や出力を上げると
長波長にシフトするため、アルカリ金属セルの光密度の変動は好ましくないので温度変化
を利用するのが好ましい。具体的に、波長の温度依存性は０．０５ｎｍ／℃程度で調整で
きる。図３３に示すように、変調をかけることで搬送波の両側にサイドバンドが発生し、
その周波数差がＣｓ原子の固有振動数である９．２ＧＨｚに一致するように４．６ＧＨｚ
で変調させている。図３４に示すように、励起されたＣｓガスを通過するレーザ光はサイ
ドバンド周波数差がＣｓ原子の固有周波数差に一致した時に最大となるので、光検出器６
５０の出力が最大値を保持するように変調器６６０においてフィードバックして光源６１
０における面発光レーザ素子の変調周波数を調整する。原子の固有振動数が極めて安定な
ので変調周波数は安定した値となり、この情報がアウトプットとして取り出される。尚、
波長が８９４．６ｎｍの場合では、±１ｎｍの範囲の波長の光源が必要となる。即ち、８
９３．６ｎｍ～８９５．６ｎｍの範囲の波長の光源が必要となる。
【０１１３】
　本実施の形態における原子発振器は第１から第５の実施の形態において製造されたガス
セルを用いているため、精度の高い原子発振器を低コストで作製し提供することができる
。
【０１１４】
　また、本実施例ではアルカリ金属としてＣｓを用い、そのＤ１ラインの遷移を用いるた
めに波長が８９４．６ｎｍの面発光レーザを用いたが、ＣｓのＤ２ラインを利用する場合
は８５２．３ｎｍを用いることもできる。また、アルカリ金属としてＲｂ（ルビジウム）
を用いることもでき、Ｄ１ラインを利用する場合は７９５．０ｎｍ、Ｄ２ラインを利用す
る場合は７８０．２ｎｍを用いることができる。活性層の材料組成などは波長に応じて設
計することができる。また、Ｒｂを用いる場合の変調周波数は、８７Ｒｂでは３．４ＧＨ
ｚ、８５Ｒｂでは１．５ＧＨｚで変調させる。尚、これらの波長においても、±１ｎｍの
範囲の波長の光源が必要となる。即ち、ＣｓのＤ２ラインを利用する場合は８５１．３ｎ
ｍ～８５３．３ｎｍの範囲の波長の光源が必要となる。また、ＲｂのＤ１ラインを利用す
る場合は７９４．０ｎｍ～７９６．０ｎｍの範囲の波長の光源が必要となる。また、Ｒｂ
のＤ２ラインを利用する場合は７７９．２ｎｍ～７８１．２ｎｍの範囲の波長の光源が必
要となる。
【０１１５】
　また、図３５は、本実施の形態における原子発振器の他の構造を示すものであり、光源
６１０には、ＣｓにおけるＤ１ライン遷移の波長８９４．３５ｎｍと同じ波長の単一モー
ドで偏光が一定なレーザ光が出射されるＶＣＳＥＬが用いられている。アルカリ金属セル
６４０は駆動電流により発生する磁界をキャンセルするように電流経路パターンを調整し
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た２枚のＩＴＯヒータ６４１により挟まれている。また、地磁気などの磁気雑音をキャン
セルする磁気シールドと、鋭いＣＰＴ共鳴信号のピークを得るためにセシウムの超微細準
位にゼーマン分裂させる磁場を発生するためのコイルの図示は省略している。尚、λ／４
波長板６３０とアルカリ金属セル６４０との間には、ＮＤフィルター６７０が設けられて
いる。
【０１１６】
　アルカリ金属セル６４０を透過した光は光検出器６５０によって検出され、光検出器６
５０により検出された信号に基づき第１のロックインアンプ６７１において直流電流を数
十ｋＨｚで変調し、ＶＣＳＥＬ駆動用電源６７２及びバイアスティー６７３を介し、光源
６１０であるＶＣＳＥＬの出力波長を最大吸収波長にロックさせることができる。また、
光検出器６５０により検出された信号に基づき第２のロックインアンプ６７４において数
ｋＨｚの変調波を発生させ電圧制御水晶発振記（ＶＣＯ）６７５、マイクロ波電源６７６
を介し、ＣＰＴ信号が時計遷移周波数の半分の周波数(νclock/２：４．５９６ＧＨｚ)に
ロックさせることができる。
【０１１７】
　以上、本発明の実施に係る形態について説明したが、上記内容は、発明の内容を限定す
るものではない。
【符号の説明】
【０１１８】
１０　　　　第１の基板
１１　　　　領域（第２の基板と接合される領域）
２０　　　　第２の基板
２１　　　　第１の開口部
２２　　　　第２の開口部
２３　　　　連結溝
３０　　　　第３の基板
４０　　　　アルカリ金属発生剤
４１　　　　アルカリ金属
５０　　　　レーザ光
５１　　　　光学系
５２　　　　圧子
５３　　　　電源
５４　　　　ガスセル
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